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１ 基本的な事項 
 

（１）妙高市の概況 

ア 妙高市の自然的、歴史的、社会的、経済的諸条件の概要 

① 自然的な条件 

本市は、新潟県の南西部に位置し、北側は上越市に、西側は糸魚川市、東・南側は長野

県と接している。市域面積は 445.63ｋ㎡で、県土の約 3.5％を有し、山林・原野面積が約

59.3％と多くを占めている。 

西側は、越後富士と呼ばれる秀峰妙高山や火打山など、標高 2,000～2,500ｍ級の山々が

連なるその山麓一帯は、妙高戸隠連山国立公園となっており、素晴らしい自然景観が広が

るとともに、豊富な温泉が湧出している。 

南東側は、斑尾山、袴岳など標高 1,000ｍ級の関田山脈が県境となっているが、不安定

な地形を呈し、脆弱な地質と豪雪地が相まって、全国でも有数の地すべり多発地帯となっ

ている。 

妙高連峰に源を発する関川は、渋江川、矢代川など大小の支流を束ねながら日本海へ注

いでおり、河川沿いに発達した扇状地は豊かな田園地帯となっている。 

気候は、日本海側特有の気候で、四季の変化に富み、夏季は高温多湿、冬季は日本海を

渡って吹き込む季節風が大量の雪をもたらし、全国有数の豪雪地帯となっている。 

② 歴史的な条件 

当地域は、江戸時代の参勤交代や佐渡で産出された金を江戸に運ぶためなどの道として

整備された北国街道の宿場町として栄えてきた。 

明治 22年の市制及び町村制施行当時、本市区域には 26村が存在した。明治 34年 11月

の町村合併の時点では、新井地域（旧新井市）は、新井町と和田村・鳥坂村・矢代村・参

賀村・斐太村・水原村・泉村・平丸村・水上村・上郷村・原通村（原通村の区域のうち大

原新田、小原新田、大沢新田を昭和 30 年に旧新井市に編入）の 1町 11村、妙高地域（旧

妙高村）は、関山村・原通村・大鹿村・豊葦村の 4 村、妙高高原地域（旧妙高高原町）は、

名香山村と杉野沢村の 2 村が存在した。 

その後、それぞれの地域で、合併などを経て、昭和 29 年 11 月 1 日に新井市、昭和 30

年 3月 31日に妙高村、昭和 31年 9月 30日に妙高々原町（昭和 44年に「妙高高原町」に

名称変更）が誕生した。 

この 3 市町村は、新井頸南地域として約半世紀近く共に発展をとげ、平成 17 年 4 月 1

日に妙高村、妙高高原町が新井市に編入合併されるとともに、「妙高市」に名称変更し、

現在に至っている。 

③ 社会的・経済的な条件 

    本市の交通網は、隣接する上越市と長野県を結ぶように、市域の中央部を南北に鉄道が

縦貫しており、これと並行するように国道 18 号と上信越自動車道が整備され、東部には

国道 292号線が長野県飯山市に伸びており、広域的な交通網を構築している。 

    上信越自動車道の本市のインターチェンジは、妙高高原インターチェンジに加えて、平
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成 18 年 10 月、新井パーキングエリアにスマートインターチェンジが設置された。また、

暫定 2 車線となっている信濃町インターチェンジ～上越ジャンクション間は、平成 30 年

度までに 4 車線化される計画であり、交通事故や渋滞の解消など、広域高速交通ネットワ

ークが着実に進展している。 

    平成 27年 3月には、長年の悲願であった北陸新幹線（長野～金沢間）が開業し、本市新

井地域の北部地区に近接する上越市脇野田に上越妙高駅が設置されたことにより、首都圏、

関西圏への所要時間が大幅に短縮された。これまでのＪＲ信越本線は、えちごトキめき鉄

道㈱に経営譲渡され、通勤や通学、観光等による鉄道利用機会の増加を図っている。 

主な地域別の土地利用については、北東部に位置する新井地域（旧新井市）では、新井

駅を中心に商工業、住宅が立地し、その周辺に優良農地と集落が広がっている。 

北新井駅を中心とした新井地域の北部地区では、国道 18 号、国道 292 号、県道上越新

井線などの幹線道路や北陸新幹線上越妙高駅に隣接するなど、利便性の高い立地条件であ

ることから、近年、市街化が進んでいる。 

また、新井地域は、化学工業、機械製造業、電子産業などが立地し、本市の主要な就労

の場となっているが、平成 18年以降は製造業の落ち込みが続いている。 

中央部に位置する妙高地域（旧妙高村）では、関山駅周辺から旧北国街道沿線に住宅が

集積し、その東側を中心に優良農地と集落が広がっている。農業に関しては、坂口新田地

内におけるほ場整備が進められているとともに、妙高山麓直売センターにおける地元農産

物・加工品が好評であり、農家所得の向上に寄与しているほか、妙高山麓都市農村交流施

設（以下「ハートランド妙高」という。）やクラインガルテン妙高をグリーン・ツーリズ

ムの拠点として、都市住民との交流拡大が図られている。 

南部に位置する妙高高原地域（旧妙高高原町）では、赤倉温泉などの温泉街や妙高山麓

の広大な裾野に広がるスキー場を有しており、近年、スキー観光客を中心に観光入込客数

が減少傾向にあるが、一方でグリーンシーズンにおける観光客が増加傾向にあり、また、

外国人観光客も県内では 3番目に多く来訪するなど、観光レクリエーションの拠点となっ

ている。 

 

イ 過疎の状況 

  一般的な過疎地域の問題として、若年層の流出による少子高齢化が言われており、この要

因としては、雇用の場、高等教育機関の不足が大きく影響している。 

過疎地域に指定されている妙高地域（旧妙高村）においては、昭和 30 年代からの高度経

済成長期とともに、地域の担い手となる若年層の減少が始まり、過疎化とともに高齢化が市

平均を上回るスピードで進展している。 

このような状況を改善するため、これまで過疎地域対策緊急措置法（昭和 45 年）、過疎地

域振興特別措置法（昭和 55 年）、過疎地域活性化特別措置法（平成 2 年）、過疎地域自立促

進特別措置法（平成 12 年）に基づき、過疎対策を推進してきた。この間、道路や上下水道

をはじめとした生活環境整備を進めるとともに、妙高地域が「農業と観光」の色が濃い地域

であることから、第 1次産業を基本とした地域振興のための産業施設整備、地域活性化のた

めの都市との交流施策を展開したほか、高齢化社会への対応や少子化に対する福祉施策、教



3 

 

育・文化施設の充実など、様々な施策を実施してきたが、人口減少や高齢化に歯止めをかけ

るまでには至っていない。 

今後、人口減少がますます加速し、過疎地域を取り巻く環境がさらに厳しい状況を迎える

中、地域資源を活かしつつ、1 年を通じた国内はもとより外国人観光客の誘客促進や新たな

産業の創出など、交流人口の拡大、移住・定住の促進による地域経済の活性化に結び付く施

策をハード、ソフトの両面から展開することにより、過疎地域での暮らしや生業を守りつつ、

集落機能の維持・再生への取り組みを継続していくことが重要である。 

 

ウ 社会経済的発展の方向 

  妙高地域は、地域に存在する農地、森林の適切な維持管理を通じて、下流域における土砂

災害や水害の防止、水源のかん養、安全・安心な食糧供給など、多面的な役割を果たしてお

り、本市の市街地における安全・安心で快適な生活を確保するとともに、社会経済活動を支

えている。 

   このように妙高地域と市街地は密接に関係しているが、妙高地域が健全に維持されること

は、地域住民の暮らしを守るだけでなく、過疎地域と市街地が同時に存在する本市全体の安

全・安心な暮らしに寄与するものである。 

しかしながら、妙高地域では、市全体に占める人口割合は約 12％に過ぎないものの、その

面積は 31.6％を占め、広大な農地、森林を適切に維持管理していくことが困難となってきて

いるため、当地域の発展においては、現状の課題への対応のほか、根本的な解決策の両面か

ら施策を展開していく必要がある。 

特に高齢者対策、少子化対策、産業振興、生活交通の確保など、過疎地域での生活を守る

施策の実施にあたっては、実効性を高める改善を加えながら効果的な事業を継続して展開し

ていくことが重要である。 

また、地域で必要とされる公共サービスについても、地域協働のまちづくりの観点から、

地域で担う仕組みなどを併せて検討していく必要がある。 

 

（２）人口及び産業の推移と動向 

本市の総人口は、平成 22 年国勢調査で 35,457 人であり、県総人口の約 1.5％を占めてい

る。人口動向については、昭和 35年から平成 22年までの 50年間で 14,402人、率にして 28.9％

の減となっている。国勢調査ごとの推移を見ると、昭和 35年から昭和 40年では 4.9％の減、

昭和 40 年から昭和 45 年では 6.9％の減、昭和 45 年から昭和 50 年では 3.3％の減と比較的

高い減少率にあった。その後は、住宅団地造成、克雪住宅の普及促進などの住宅施策や、大

手半導体企業の誘致による雇用の場の確保などの人口定住施策により、昭和 50 年から平成

12 年までの 5 年毎の人口減少率は、1.5％前後の減と鈍化傾向となったが、平成 12年から平

成 17 年では 4.7％の減、平成 17年から平成 22年では 6.3％の減と、再び減少率が高い傾向

を示している。また、就業人口では、本市全体で昭和 35 年当時、第 1 次産業が 53.2％、第

2次産業が 20.8％、第 3次産業が 26.1％であったが、平成 22年では、第 1次産業が 7.2％、

第 2次産業が 32.7％、第 3 次産業が 57.9％となっている。 

過疎地域に指定されている妙高地域（旧妙高村）の状況を見ると、人口は昭和 35 年から
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平成 22 年までの 50 年間で 3,523 人・45.2％の減と非常に高い減少率となっている。特に、

年少人口は 2,244 人・84.5％と大幅な減少率であり、平成 22 年の高齢化率 33.4％は、本市

全体の 30.0％に比べても高い数値となっている。また、昭和 55 年から平成 2 年までの 5 年

毎の人口減少率は 2％程度の減と鈍化傾向にあったが、平成 2年から平成 7年にかけて 4.6％

の減、平成 7 年から平成 12 年にかけて 6.6％の減、平成 12年から平成 17年にかけて 6.5％

の減、平成 17 年から平成 22 年にかけて 11％の減と減少率が高くなり、非常に激しい過疎化

の進行が見られる。就業人口では、昭和 35 年に 64.7％を占めていた第 1 次産業就業者は平

成 22 年では 13.1%まで大幅に低下し、第 2 次産業就業者は 14.4％から 29.5％に、第 3 次産

業就業者は 20.9％から 57.3％に増加している。妙高地域では、他の地域よりも第 1 次産業

就業者の割合が高い状況にあるが、中山間地域での厳しい耕作条件や担い手の高齢化など農

業を取り巻く厳しい情勢が続き、交通基盤の整備による通勤圏の拡大などにより、第 2次産

業、第 3次産業へ就業者が移行している状況となっている。 

今後の本市の人口は、国立社会保障・人口問題研究所の予測によると、平成 52 年には、

22,249 人と推計され、平成 27年の 33,199 人から 33.0％減少すると見込まれている。なお、

妙高人口ビジョンでは、雇用の確保や観光誘客の推進、若者の希望をかなえる社会づくりな

どの政策誘導を行い、平成 52 年の人口を 25,643 人、平成 27 年からの減少率を 22.8％と推

計している。 
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表１－１（１）－①人口の推移（国勢調査）･･･妙高地域（過疎地域） 

―

―

―

―

―

――

昭和35年

実数

7,791

―

――

―

―

昭和50年

総　　数
人 人

実数 増減率 実数 増減率
区　　分

昭和40年 昭和45年

％ 人 ％ 人

昭和55年

実数 増減率 実数 増減率

％ 人 ％

7,258 △ 6.8 6,485 △ 10.7 6,091 △ 6.1 5,972 △ 2.0

0歳～14歳 2,657 2,059 △ 22.5 1,543 △ 25.1 1,296 △ 16.0 1,151 △ 11.2

15歳～64歳 4,628 4,673 1.0 4,320 △ 7.6 4,088 △ 5.4 3,990 △ 2.4

うち15歳～29歳(a) 1,576 1,512 △ 4.1 1,297 △ 14.2 1,162 △ 10.4 1,080 △ 7.1

65歳以上(b） 506 526 4.0 622 18.3 707 13.7 831 17.5

不　　詳 0 0 0 0 0

若年者比率
＜(a)/総数＞

％ ％ ％ ％

20.2 20.8 20.0 19.1

％ ％

％

18.1

11.6 13.9
高齢者比率

＜(b)/総数＞

％ ％ ％

6.5 7.2 9.6
 

―

――

―

――

―

―

―――

―

区　　分
昭和60年 平成2年 平成７年 平成12年 平成17年

実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率

総　　数
人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 人 ％

5,852 △ 2.0 5,761 △ 1.6 5,497 △ 4.6 5,132

1,081 △ 6.1 981 △ 9.3 871

％

△ 14.9 575 △ 22.4

△ 6.6 4,797 △ 6.5

△ 3.8 3,683 △ 4.1 3,325

うち15歳～29歳(a)

741

△ 1.0 816 733△ 15.3

△ 11.20歳～14歳

△ 9.7 2,970

不　　詳

△ 10.2

17.7 1,301 18.6 1,42165歳以上(b） 932 12.2 1,097

15歳～64歳 3,839

721 △ 1.6

△ 10.7 2,755 △ 7.2

973 △ 9.9 963

0 0 0 0 0

9.2 1,467 3.2

――

％ ％
若年者比率

＜(a)/総数＞

％ ％ ％

16.7 14.8 15.014.3 ―

高齢者比率
＜(b)/総数＞

％ ％

15.9 19.0

16.6

％

23.7 27.7 30.6

％ ％

 

―

―

―33.4
高齢者比率

＜(b)/総数＞

％

△ 2.9

うち15歳～29歳(a) 558 △ 22.6

若年者比率
＜(a)/総数＞

％

不　　詳 0

0歳～14歳 413 △ 28.2

4,268 △ 11.0
総　　数

人 ％

実数 増減率
区　　分

平成22年

15歳～64歳 2,431 △ 11.8

13.1

65歳以上(b） 1,424
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表１－１（１）－②人口の推移（国勢調査）･･･妙高市 

―

―

―

昭和35年

実数

―

―

――

―

――

区　　分
実数

11,245

人
総　　数

49,859

16,3130歳～14歳

％

6.1

65歳以上(b） 3,052

不　　詳 0

高齢者比率
＜(b)/総数＞

増減率

昭和40年

人 ％

若年者比率
＜(a)/総数＞

％

22.6

15歳～64歳 30,494

うち15歳～29歳(a)

31,164 2.2

10,747 △ 4.4

47,421 △ 4.9

13,113 △ 19.6

％

昭和45年

実数 増減率

人 ％

3,144 3.0

0

44,158 △ 6.9

10,570 △ 19.4

6.6

％

22.7

3,781 20.3

0

29,807 △ 4.4

9,531 △ 11.3

％

8.6

％

21.6 ―

―

42,720 △ 3.3

9,583 △ 9.3

昭和50年

実数 増減率

人 ％

4,505 19.1

0

28,632 △ 3.9

8,435 △ 11.5

％

10.5

％

19.7

41,980 △ 1.7

8,828 △ 7.9

昭和55年

実数 増減率

人 ％

5,444 20.8

0

27,708 △ 3.2

7,408 △ 12.2

％

13.0

％

17.6

 

―

―

―

―

―

41,704 △ 0.7

8,215 △ 6.9

昭和60年

実数 増減率

人 ％

6,241 14.6

0

27,248 △ 1.7

6,992 △ 5.6

―

％

15.0

％

16.8 ―

―

うち15歳～29歳(a)

65歳以上(b）

不　　詳

若年者比率
＜(a)/総数＞

区　　分

総　　数

0歳～14歳

15歳～64歳

高齢者比率
＜(b)/総数＞

平成2年

実数 増減率

人 ％

41,072 △ 1.5

7,389 △ 10.1

7,241 16.0

0

26,442 △ 3.0

6,761 △ 3.3

―

％

17.6

％

16.5

―

―

6,691 △ 9.4

平成７年

実数 増減率

人 ％

16

25,433 △ 3.8

6,366 △ 5.8

―

％

21.1

％

15.6 ―

―

△ 2.6

6,050 △ 9.6

平成12年

実数 増減率

人 ％

24.6

％

14.8

％

△ 4.7

5,243 △ 13.3

平成17年

実数 増減率

人 ％

37,831

6.2

18

22,183 △ 7.0

5,159 △ 12.4

10,383

27.4

％

13.6

％

13.6

18

23,855 △ 6.2

5,886 △ 7.5

―

9,776

39,699

8,604 18.8

40,744 △ 0.8

 

―

―

―

30.0
高齢者比率

＜(b)/総数＞

％

12.2
若年者比率

＜(a)/総数＞

％

不　　詳 73

65歳以上(b） 10,631 2.4

うち15歳～29歳(a) 4,337 △ 15.9

15歳～64歳 20,407 △ 8.0

0歳～14歳 4,346 △ 17.1

35,457 △ 6.3
総　　数

人 ％

実数 増減率
区　　分

平成22年
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表１－１（２）－①人口の推移（住民基本台帳）･･･妙高地域（過疎地域） 

人

平成22年3月31日

構成比 構成比 実数 構成比 増減率実数 増減率

人 ％

％

― ― 4,354 ― △ 10.0

人 ％

％

48.9 48.9 2,118 48.6 △ 10.4

％ ％

人 ％ ％

51.1 51.1 2,236 51.4 △ 9.6

％ ％

△ 6.5
男

人 人 ％

2,636 2,474 △ 6.1
女

人

5,162 4,837 △ 6.3
総　　数

人 人 ％

2,526 2,363

区　　分
平成17年3月31日平成12年3月31日

実数

 

平成27年3月31日

実数 構成比 実数 構成比 増減率増減率

3,911 △ 2.2

人 人 ％

―4,000

％

△ 8.1

49.0 △ 2.3

人 ％ 人 ％ ％

1,962 49.0 1,917

51.0 △ 2.2

人 ％ 人 ％ ％

2,038 51.0 1,994

参
考

男（外国人住民）

女（外国人住民）

4

14

区　　分

総　　数
（外国人住民除く）

男
（外国人住民除く）

女
（外国人住民除く）

平成26年3月31日

― 3 ― ―

14 ― ―― ―

％

△ 7.4

％

△ 8.9

―

―

 

表１－１（２）－②人口の推移（住民基本台帳）･･･妙高市 

構成比

40,205

実数

人

―

％

％％

48.7

％

48.6

％

48.6

平成22年3月31日

人 ％ ％

△ 5.6

人 ％

36,560
総　　数

人

20,641 19,898 △ 3.651.3

17,775

％

女

人 人 ％

51.4 18,785 51.4 △ 5.6

―

△ 5.6
男

人 人 ％

19,564 18,832 △ 3.7

増減率
区　　分

平成17年3月31日

実数 増減率 実数 構成比構成比

平成12年3月31日

人 ％

38,730 △ 3.7 ―

 

増減率 実数 構成比 増減率

総　　数
（外国人住民除く）

人 人

区　　分
平成26年3月31日 平成27年3月31日

実数 構成比

％

34,681 34,164 △ 1.5

％

△ 5.1

△ 1.6

％

△ 4.9
男

（外国人住民除く）

人 ％ 人 ％

女
（外国人住民除く）

人 ％ 人 ％

％

16,911 48.8 16,645 48.7

％

17,770 51.2 17,519 51.3 △ 1.4

％

△ 5.4

参
考

男（外国人住民） 58 ― ― 64 ― ―

女（外国人住民） 130 ― ― 131 ― ―

― ―
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表１－１（３）－人口の今後の見通し･･･妙高市 

 

 

表１－１（４）－①産業別人口の動向（国勢調査）･･･妙高地域（過疎地域） 

昭和35年

実数

区　　分

昭和40年 昭和45年

実数 増減率 実数 増減率

昭和50年 昭和55年

実数 増減率 実数 増減率

人 ％
総　　数

人 人 ％

4,240 3,947 △ 6.9

人 ％

4,110 4.1 3,559 △ 13.4 3,512 △ 1.3

人 ％

％
第一次産業

就業人口比率

％ ％

64.7 57.5 ―

％

54.6 ― 42.1 ― 31.9 ―

％

％
第二次産業

就業人口比率

％ ％

14.4 16.7 ―

％

17.4 ― 22.3 ― 27.2 ―

％

％
第三次産業

就業人口比率

％ ％

20.9 25.8 ―

％

28.0 ― 35.3 ― 40.7 ―

％

 

区　　分
昭和60年 平成2年 平成７年

実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率

平成12年 平成17年

実数 増減率 実数 増減率

総　　数
人 ％ 人

3,452 △ 1.7 3,481

人 ％

0.8 3,166 △ 9.0 2,779 △ 12.2 2,606 △ 6.2

％

― 22.2

％人 ％ 人

―

％
第一次産業

就業人口比率

％ ％

27.6 ―

第二次産業
就業人口比率

％ ％ ％

― 17.3

％ ％

32.1 ― 29.8 ―

17.7― 15.7

％ ％

30.6 ― 31.4

％
第三次産業

就業人口比率

％ ％

― 29.4 ―

47.9 ―

％％

52.8 ―52.0 ― 52.3 ―40.3 ―
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区　　分
平成22年

実数 増減率

13.1 ―
第一次産業

就業人口比率

％

2,225 △ 14.6
総　　数

人 ％

57.3 ―
第三次産業

就業人口比率

％

29.5 ―
第二次産業

就業人口比率

％

 注）総数は、「分類不能の産業」の従事者を含む。 

 

表１－１（４）－②産業別人口の動向（国勢調査）･･･妙高市 

区　　分
昭和35年 昭和40年 昭和45年 昭和50年 昭和55年

実数 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率

人 ％ 人 ％
総　　数

人 人 ％

△ 1.0

第一次産業
就業人口比率

人 ％

26,000 24,776 △ 4.7 25,821 4.2 23,330

第三次産業
就業人口比率

第二次産業
就業人口比率

△ 9.6 23,094

32.4 ―

％

42.5 ―

％

25.0 ―

％

28.7 ―

％

38.8 ―

％

33.9 ―

％

32.3 ―

％

―

％

41.6 ―

％

24.5 ―

％

22.4

％

20.8

―

―

％

26.1

％

31.6

％

53.2

％

45.9

 

平成７年

増減率 実数 増減率実数 増減率 実数

総　　数
人 ％ 人

区　　分
昭和60年 平成2年

△ 0.2 20,766

％ 人 ％ 人

平成12年 平成17年

実数

人 ％

増減率 実数 増減率

△ 6.3

第一次産業
就業人口比率

△ 7.323,008 △ 0.4 22,450 △ 2.4

％

22,408

第二次産業
就業人口比率

19,448

％

第三次産業
就業人口比率 54.7 ―

10.1 ―

％

％

34.7 ―

％

％

9.4 ―

52.7 ―

％

37.8 ―37.7 ―

％

50.1 ―

％

12.0 ―

％

37.6 ―

％

47.4 ―

％

15.0 ―

％

36.2 ―

％

43.1 ―

％

20.7 ―

％

 

実数 増減率

総　　数

区　　分
平成22年

第二次産業
就業人口比率

第一次産業
就業人口比率

％

57.9

人 ％

％

17,141 △ 11.9

32.7 ―

％

7.2 ―

―
第三次産業

就業人口比率
 注）総数は、「分類不能の産業」の従事者を含む。 
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（３）行財政の状況 

本市は、平成 17 年 4月 1日に新井市、妙高高原町、妙高村の 3 市町村が合併して誕生し、

妙高市として 10年が経過したところである。 

合併後は、新井地域に本庁舎、妙高高原地域、妙高地域に支所を配置することでサービス

体制を維持しており、支所は、本庁と連携しながら地域振興と行政サービスの提供を行って

いる。 

妙高地域は、昭和 30 年に旧関山村、旧原通村、旧大鹿村、旧豊葦村が合併し、旧妙高村

の行政区が形成された。行政組織については、昭和 57 年以降 2 回の行政改革答申を受け、

その内容に沿った組織機構への改変が行われた。議決機関である議会は、議員定数が 14 人

で総観農文委員会と建設住民環境委員会の 2つの常任委員会が設けられていた。 

旧妙高村の財政状況については、普通会計では平成 15 年度の歳入総額は 3,929,543 千円

で、そのうち村税収入は 675,942 千円、決算額の 17.2％であった。村税収入が歳入に占める

割合は年々低下しており、地方交付税の逓減と相まって一般財源の歳入不足が深刻な状況と

なっていた。 

一方、歳出総額は 3,754,847 千円で、経常経費総額は人件費の抑制や物件費の削減などに

より減少していたが、経常収支比率は 89.4％と高い状況であった。合併後の財政健全化の取

り組みにより、市全体としての経常収支比率は 80.9％まで改善が図られてきたが、地方交付

税については、平成 28 年度からの合併算定替え特例期間終了や人口減少による算定額の減

額が大きな課題であることから、健全財政の確保を図りつつ、選択と集中による重点施策へ

の効果的な投資を行い、持続可能で安定的な行財政運営に取り組む必要がある。 

表１－２（１）市町村財政の状況 

19,883,201 19,845,480

妙高市

7.7 －

80.1 80.9

89.4 61.7

0.470 0.449

12.2 14.1

14.4 11.4

1,880,179 1,649,455

403,299 95,519

1,476,880 1,553,936

4,794,889 3,633,033

10,935,209 10,285,860

379,236 762,040

22,699,729 20,996,425

6,883,832 7,034,584

4,880,688 3,675,981

1,238,800 1,326,500

100,400 55,500

3,397,117 2,598,326

17,128,012 15,832,849

2,221,421 2,081,863

594,558 806,342

平成22年度 平成25年度

（千円） （千円）

24,579,908 22,645,880

　そ　　の　　他 172,344 180,838

　歳　出　総　額　Ｂ

　歳入歳出差引額　Ｃ（Ａ－Ｂ） 125,739 174,696

うち普通建設事業費 600,870 1,073,908

　そ　の　他 1,551,805 1,382,300

　Ｂのうち過疎対策事業費

　起　債　制　限　比　率

　公　債　費　負　担　比　率 16.4 15.3

　翌年度へ繰越すべき財源　Ｄ 6,700 －

　実質収支　Ｃ－Ｄ

3.9

平成12年度

（千円）

平成15年度

（千円）

　将　来　負　担　比　率 － －

過疎地域（妙高地域）

　実　質　公　債　費　比　率

3,929,543

　一　般　財　源 2,941,288 2,458,608

区　　分

　歳　入　総　額　Ａ 3,687,093

　国　庫　支　出　金 243,013 410,644

　都道府県支出金 126,148 152,253

　地　　方　　債 204,300 727,200

　うち　過　疎　債 81,700 294,300

311,400 389,794

3,561,354 3,754,847

　義　務　的　経　費 1,406,622 1,297,612

　投　資　的　経　費 602,927 1,074,935

　経　常　収　支　比　率 81.7 89.4

119,039 174,696

　財　政　力　指　数 0.311 0.330

－ －

　地　方　債　現　在　高 2,803,597 3,116,386

13,591,321

1,646,500

22,402,713

1,661,255

1,271,063

0.518

7.5

23,673,776 21,820,072

平成17年度 平成20年度

（千円） （千円）

1,209,700

259,700 16,700

6,298,832 4,759,433

12,802,572

1,274,762 2,215,340

862,361 833,027

2,477,949

13,179,273 11,009,360

371,661 495,592

20,194,470

7,472,614 6,670,159

1,750,826 2,514,951

0.567

15.1 15.8

17.2 17.5

1,625,602

129,649 290,842

1,141,414 1,334,760

- 112.8

21,624,835 20,232,968

11.9 10.4

81.4 82.0
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表１－２（２）－①主要公共施設等の整備状況･･･過疎地域（妙高地域） 

0.0

平成25
年度末

60.2

89.5

35.1

2.0

95.4

90.9

0.0― ―

平成22
年度末

60.2

89.3

34.9

2.1

94.8

89.9

21.3 49.8

41.9

―

　人口千人当たり病院、診療所
　の病床数（床）

―

　耕地１ｈａ当たり農道延長（ｍ）

　林野１ｈａ当たり林道延長（ｍ） ― 3.3 3.4

―

0.0 0.0

― 47.4 81.0

　水　道　普　及　率　（％） ― ― 86.0 94.6 94.4

　水　洗　化　率　（％） ―

3.4 2.3

49.7 49.7

58.1 60.5

　舗　装　率　(％） ―

　改　良　率　（％） ― 20.7 52.5

80.2

　市　町　村　道

区　　分
昭和45
年度末

昭和55
年度末

平成2
年度末

平成12
年度末

平成20
年度末

88.5 87.7

 

 

表１－２（２）－②主要公共施設等の整備状況･･･妙高市 

94.1

6.9

平成25
年度末

56.4

85.8

20.4

3.0

97.7

94.1

7.1

平成22
年度末

55.9

85.6

20.4

3.1

97.8

51.7 55.5

― 31.4

― 20.2 43.9

　市　町　村　道

平成12
年度末

平成20
年度末

区　　分

　水　道　普　及　率　（％）

　改　良　率　（％）

　舗　装　率　(％）

　耕地１ｈａ当たり農道延長（ｍ）

　林野１ｈａ当たり林道延長（ｍ）

昭和45
年度末

昭和55
年度末

平成2
年度末

―

― ― ― 7.6 7.0

― 72.4

4.2 3.1

84.6 98.1― 97.4

61.4 73.6 77.7

― 6.3 16.4 31.0 27.0

　人口千人当たり病院、診療所
　の病床数（床）

　水　洗　化　率　（％） ― ― 91.1

― 3.1 3.7

 



12 

 

（４）地域の自立促進の基本方針 

妙高地域では、昭和 45 年に過疎地域対策緊急措置法が施行されてからこれまでの間、住

民生活を下支えする交通基盤や情報通信基盤の整備、上下水道などの生活環境の整備、保

健・医療・介護・福祉の充実確保、農業・観光など産業基盤の整備などの過疎対策事業を実

施し、一定の成果を上げてきたが、依然として、著しい人口減少と少子高齢化、地域産業の

停滞などの課題があり、引き続き、地域の自立促進を図る必要がある。 

過疎地域は、安全な食料の国内自給、国土の保全、文化の伝承、地球温暖化防止などの多

面的な役割を有しており、市域・圏域全体の安全・安心な暮らしや持続的な発展のためには、

過疎地域が健全に維持されることが必要不可欠であるとともに、人口減少対策については、

過疎地域だけでなく、市全体の喫緊の課題として、効果的な対策を講じていくことが重要で

ある。 

本市では、平成 27 年 2 月に「第 2 次妙高市総合計画」を策定し、「生命地域の創造」、つ

まり「人」と「自然」のつながりを大切にし、すべての生命を安心して育むことができる地

域を創ることをまちづくりの基本理念に掲げている。特に、「人口減少対策の充実・強化」「新

幹線・国立公園を活かした交流人口の拡大」「総合健康都市 妙高の推進」「地域協働のまち

づくりの推進」「未来を支える地域基盤の整備」の 5 つの重点プロジェクトについて、戦略

的に取り組むこととしている。そして、平成 27 年 9 月には人口減少対策を総合的かつ戦略

的に進めるための「生命地域創造都市 妙高版総合戦略」を策定したところである。 

今後、妙高地域の自立促進を図る上では、これらの計画との連動を図りながら、過疎地域

における課題の解決に向けた取組みを進めるとともに、地場産業や生活文化、自然環境など

の様々な価値を見つめ直し、これらを積極的に情報発信し、魅力を高めることにより、地域

の潜在能力を引き出し、地域の元気、活力を高めていくことが重要である。 

そして、ここに住み続けたいと思う住民の生活の質を確保し、安全・安心に暮らせる地域

を維持していくため、以下の 3項目を基本的な方針に掲げ、今後の施策を推進していくもの

とする。 

 

■妙高地域の自立促進の基本方針 

①人口減少社会に対応した安全・安心な暮らしの確保 

人口減少と少子高齢化が著しい過疎地域は、日常生活における不安を軽減するとともに、

集落機能の低下を防ぐため、保健・医療・福祉の一体的なセーフティネットを構築する必要

がある。 

このため、日本有数の豪雪地である当地域の生活においては、道路除雪や災害防止対策が

重要であることから、除雪による交通の確保や屋根雪除雪の支援等により、冬期間の不安解

消に努めるとともに、管理不全な空き家等への適切な対応に努め、安全・安心な暮らしを確

保する。 

とりわけ、支援を必要とする住民に対する日常的な声かけや巡回などの見守り支援や日常

生活を支える生活支援サービスなどの地域内での助け合いや支え合いの共助活動の取り組

みを強化し、住み慣れた場所で安心して暮らせる地域づくりを進める。 

そして、身近な地域で医療が受けられる診療体制と救急医療体制を維持するとともに、市 
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民主体の健康づくりを推進し、運動習慣の定着による生活習慣病予防や介護予防、保健指導

の強化などを通じて、医療費の削減と健康寿命の延伸を目指す。 

また、子育てについては、「子どもは地域の宝」という意識を持ち、地域全体で子育てに

取り組む支援体制を推進するとともに、教育環境の整備や地域の教育力の向上を図る。 

 

②地域資源を活かした産業振興とツーリズム施策の推進による雇用・交流人口の拡大 

地域の担い手となる若者の定住を促進するためには、働くことを通じて、暮らしの糧を得

ることができる場が必要であり、時代や環境の変化に対応できる足腰の強い産業の振興が必

要である。 

このため、妙高地域の基幹産業である農業と観光について、地域資源を活かし、その価値

を高め、地域経済基盤を強固なものとする必要がある。 

農業においては、ほ場整備をはじめとする生産基盤の整備により、維持管理の軽減と生産

効率の高い優良農地を確保するとともに、「妙高」を前面に出し、米を中心とした農産物の

需要拡大と地産地消に取り組む。 

また、園芸農産物の生産拡大や農商工連携などを通じて、農産物や農産加工品などの高付

加価値化と販路拡大を図るとともに、農業を通した都市と農村との交流など、グリーン・ツ

ーリズムを促進し、都市住民の需要に応える環境づくりを行い、農業の活性化を図る。 

観光においては、豊かな自然環境を活かしたエコ・ツーリズムや、温泉や森林セラピーロ

ードを活用したヘルス・ツーリズム、歴史・文化などにふれるアート＆カルチャー・ツーリ

ズムを推進し、体験プログラムの開発や農業との連携強化、農家民泊など受入体制の整備拡

充を図りつつ、四季を通じた観光誘客を推進する。 

また、民間資本の導入を図りながら、観光レクリエーション・交流施設の整備や観光ＰＲ

の強化、観光客へのサービスの提供などが積極的に行われるよう関係団体に対する支援を継

続し、観光の自立促進と交流人口の拡大を図る。 

 

③地域を守る生活・交通基盤の整備と地域活動支援 

妙高地域では、世帯や商店の減少が進み、愛着のある慣れ親しんだ土地で暮らしていくた

めに、また、高齢化の進む地域で暮らしていくために必要な機能が失われつつある。 

このため、妙高地域の住民が安心して暮らせるよう、身近な道路、上下水道などの生活基

盤整備を着実に進めていくとともに、公共サービスの新たな担い手として自治組織やＮＰＯ

などとも連携した地域コミュニティ活動の運営を支援していく。 

また、バス、鉄道などの公共交通については、高齢者や児童・生徒の「生活の足」として

確保していくとともに、新たに観光入込客等の増加に対応した計画的な道路整備を進めるほ

か、上信越自動車道妙高サービスエリアへのスマートインターチェンジの設置に向けた協議

を進めるなど、観光資源などの有効活用や都市との交流の促進などを意識した交通網を整備

していく。 

 

（５）計画期間 

この計画は、平成 28年 4 月 1日から平成 33年 3月 31日までの 5カ年を計画期間とする。 
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（６）公共施設等総合管理計画との整合 

本計画では、妙高市公共施設等総合管理計画（以下「総合管理計画」という。）に掲げる

４つの基本方針との整合を図り、公共施設等の維持管理・更新等を計画的に推進する。 

① 保有量の抑制   ～量を抑制する～ 

② 維持管理の見直し ～長期に使用する～ 

③ 運営方法の見直し ～民間の力を取り入れる～ 

④ 資産の有効活用  ～資産を活かす～ 
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２ 産業の振興 
 

（１）農業 

① 現況と問題点 

妙高地域における耕作面積は、水田 509ha、畑 156ha であり、第一次産業就業人口は、

平成 22年国勢調査によると 291人で、平成 17 年と比べ 171 人・37％の減となっている。 

    水稲が基幹作物の当地域であるが、米消費量の減少や米価の低迷、生産調整にかかる交

付金の見直しをはじめ、環太平洋戦略的経済連携協定（ＴＰＰ）による日本農業への影響

などにより、農業経営に対する先行き不透明感が強まっている。 

このため、農産物の需要拡大に向けた取り組みや担い手の確保と育成をはじめ、農地の

集積化、農道や用水路の基盤整備、ほ場の大区画化などを促進し、農業経営の効率化と安

定化を進めていく必要がある。 

農家等の所得向上に向け、販売拠点として整備した妙高山麓直売センターの売上げが向

上している一方で、トマトなどの一部の品目を除き少量多品目の生産のため、大きな市場

への供給に繋がっていない状況であり、園芸農作物の生産力向上と六次産業化による商品

力・販売力の強化が求められている。 

また、生産効率の低い中山間地域を中心に耕作放棄地が増加し、クマやイノシシなどの

鳥獣による農作物の被害も増加傾向にある状況の中で、農地・農村の持つ多面的な機能を

維持・発揮していくことが重要である。 

② その対策 

   ・「妙高」を前面に打ち出した販売活動により、米を中心とした妙高産農産物の需要拡大や

地産地消の推進、園芸農産物の導入等による経営の複合化を促進するほか、多様な担い

手の確保と育成、経営規模の拡大、農業経営の組織化・法人化支援を推進し、農業経営

の安定化を促進する。 

・ほ場整備事業などの農業基盤の整備により、維持管理しやすく、生産効率の高い優良農

地の確保に努めるとともに、地域協働による保全管理活動を促進するため、国県の補助

事業等を活用し、整備等に係る地元負担の軽減を図りながら、農地の有効活用と耕作放

棄地の発生防止を支援する。 

・農産物の生産・加工・販売を結びつける六次産業化の活動支援を行い、他産業とのマッ

チングやコーディネートなどの農商工連携を進め、農家所得の向上を図る。 

・鳥獣による農産物や人的被害を防止するため、鳥獣被害対策実施隊を設置し、捕獲及び

追い払いによる対策を進めるとともに、地域が行う被害防止対策を支援しながら、実効

性のある対策を推進する。 

 

（２）林業 

① 現況と問題点 

妙高地域の林野面積は、平成 22年農林業センサスでは 11,181haとなっており、当該地

域の総面積の 79.8％と地域の大半を占めている。 

森林は、水源のかん養、災害の防止、市民への健康・休養の場の提供など、多面的で重
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要な機能を有しているが、木材産業の停滞をはじめ、森林管理の担い手の高齢化や減少、

森林所有者の世代交代などに伴い、管理の行き届かない森林が増加していることから、持

続的な林業経営と適正な森林管理が求められている。 

また、森林資源の有効活用や森林の持つ多面的機能の発揮が重要なことから、森林学習

の取り組みを充実していく必要がある。 

  ② その対策 

   ・森林管理が適切に行われるよう森林所有者への経営意欲の喚起を図るとともに、森林整

備に必要となる林道等の整備を推進する。 

・森林施業などを集約化し、計画的に間伐などの森林整備を行い、森林の持つ多面的な機

能を発揮させるための管理を行う。 

   ・国・県・市の森林整備に関する各種支援策を活用し、造林・保育における適切な施業に

よる良質な市産材の生産を促進するとともに、市産材購入費を支援し、活用を図る。ま

た、安定的・効率的に供給する体制づくりを進めるとともに、新たな木材需要の掘り起

しや販路拡大を図り、所得向上と林業、木材産業の振興を図る。 

   ・小学生に対し、植林や間伐などの体験活動による森林学習の機会を増やし、自然環境や

森林整備の大切さへの理解を深める。 

 

（３）商工業 

① 現況と問題点 

平成 24 年の経済センサス活動調査によると、平成 19 年調査に比べて当市全体として、

小売業の商店数は 69店舗・15.6％の減、年間商品販売額は 61 億円・18.7％の減と大きく

減少している。 

妙高地域における商業については、関山駅周辺と国道 18号沿線に集積しているが、様々

な消費者ニーズに対応した大規模小売店舗が新井地域や上越市の郊外に進出しているほ

か、インターネットなどによる買物サービスの充実により、地域内での消費が低下してい

ることから、商店の経営は厳しい状況が続いている。 

地域内の商店が減少することにより、にぎわいが失われ、地域コミュニティ機能の喪失

も進むことから、近年、プレミアム商品券の発行支援等により地域内消費の促進を支援し

ているが、商業者による商品開発や販売促進など抜本的な対策が求められている。 

工業については、地域内に希望する就労の場が不足し、地域外へ通勤している状況が見

られるなど、地域内就労の場と就労者の確保が必要である。 

② その対策 

・商工団体が行う経営改善普及事業をはじめとした各種事業への支援を行うとともに、地

域内での消費促進など、妙高地域の商工業の振興と中小企業者の経営の安定化を図る。 

・小規模事業者の持続的な経営に向けた販路開拓や店舗改装などの支援について、商工会

と連携しながら、制度の利用促進を図る。 

・企業振興奨励条例などに基づき、地域内企業の新規投資や拡大、新分野への取り組み、

新商品開発などを支援する。 
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（４）企業誘致等 

① 現況と問題点 

長引く景気の低迷により、企業の新規投資が慎重になる中、本市では、観光や食と農を

基軸とした自然志向型企業の立地を進めてきたが、いまだに景気の回復が見られず、新規

企業の立地は厳しい状況が続いている。 

そこで、平成 26年度より産業政策監を起用し、平成 27年度より企業への優遇措置を拡

大するなど、積極的な企業誘致を推進しているところである。 

また、地場産業を育てることは、地域の産業振興や雇用の場を確保し、地域の担い手で

ある若者の定住を促進していくために極めて重要であることから、農業、商業、工業、観

光など様々な分野における地域資源を活かした新規創業を促進し、市内企業の活性化を図

ることが必要である。 

  ② その対策 

・地域産業の活性化を図るため、新設・拡張・設備の導入、更新などに対する支援を積極

的に行い、企業の立地促進や既存企業の経営基盤を強化し、雇用の確保を図る。 

・地域内で生産されている農産物や加工品などを活用した新たな商品開発や起業支援を行

うとともに、販路開拓・販売促進に向けた支援を進める。 

・新規に創業する人材を育成するとともに、就業に必要な資格取得費の助成など、職業訓

練機会の充実を図る。 

 

（５）観光又はレクリエーション 

① 現況と問題点 

妙高地域では、妙高山麓の関温泉・燕温泉、桶海地区のリゾートホテル、長野県境に位

置する斑尾高原などの観光地があり、恵まれた自然資源を生かした観光地づくりを進めて

いる。 

このような中、平成 27 年 3 月の北陸新幹線の開業や妙高戸隠連山国立公園の誕生は、

妙高を国内外に発信する好機となり、桶海地区の民間事業者による大規模なイルミネーシ

ョンイベントなどとも相まって、当地域を訪れるかたは増加している。また、近年、本市

においても冬季を中心に外国人観光客が増加しているが、温泉旅館、ペンション等の後継

者不足や廃業した空き施設の対応、四季を通じた観光誘客と外国人観光客への観光案内な

ど、観光地としての再生に向けた対策が求められている。 

② その対策 

・日本百名山の妙高山、火打山での登山や高原でのトレッキング、森林セラピーロードや

温泉を活用した健康保養地プログラム、歴史的価値の高い関山神社周辺の文化財の活用

など、地域の観光資源の魅力を高め、発信し、誘客を促進する。 

・妙高戸隠連山国立公園など豊かな自然、良質な泉質の温泉、貴重な関山神社周辺の文化

財など、地域の多様な観光資源を活かした旅行商品の販売や周遊型イベントを行い、地

域の魅力を高め、観光誘客と滞在型観光を促進する。 

・妙高山麓の広大なスノーエリアにおける、スキーやスノーボード、スノーシュー体験な
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ど雪国ならではの冬季観光を推進する。 

・妙高地域の歴史や文化・伝統、豊かな食、農など、古き良き原風景ともいえる地域資源

を、世界に誇れる日本文化として磨き上げ、グリーンシーズンにおける外国人観光客の

誘客を強化する。 

・友好都市である東京都板橋区や大阪府吹田市、愛知県北名古屋市、茨城県東海村などと

の交流事業や健康保養地プログラムの充実を図り、都市との交流拡大を強化する。 

・地元ボランティアによる観光ガイドの育成やスキルアップ、ボランティア団体のネット

ワーク化を図り、来訪者の満足度を高める。 

・妙高山登山や関温泉・燕温泉などに訪れる方々の安全性と快適性を高めるための環境の

整備に取り組む。 

 

 

■事業計画 

自立促進 

施策区分 

事 業 名 

（施設名） 
事 業 内 容 事業主体 備考 

産業の振興 (1)基盤整備    

  農業 ●県営農地環境整備事業（坂口新田地区） 

○ほ場整備面積：20.9ha 
新潟県 

 

   ●農業基盤整備促進事業 

○農業生産基盤の整備に対する助成 

 定率助成：農道舗装、用排水路改修など 

 定額助成：区画拡大、暗渠排水など 

妙高市 

 

   ●県単農業農村整備事業（坂下新田地区） 

○大原用水改修工事 L=300ｍ  
妙高市 

 

   ●県単農業農村整備事業（上大塚・中島新

田地区） 

○大原用水改修工事 L=300ｍ 

妙高市 

 

 (8)観光又はレクリエーション   

   ●妙高山登山道等整備事業 

○登山道、誘導看板、トイレなどの整備改

修 

妙高市 

 

 (9)過疎地域自立促進特別事業   

   ●米政策推進対策事業 

○内容：園芸作物等の転作を行う水田農家

に対し、補助金を交付 

○必要性・効果：農業経営の複合化促進、

園芸作物の振興 

妙高市 
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自立促進 

施策区分 

事 業 名 

（施設名） 
事 業 内 容 事業主体 備考 

   ●担い手確保支援事業 

○内容：農地中間管理機構を活用した農地

の貸し借りに対し、補助金を交付 

○必要性・効果：担い手への農地の集積、

集約化の促進 

妙高市 

 

   ●農業機械・施設整備事業 

○内容：農業機械・施設の導入支援 

○必要性・効果：農業経営規模の拡大、園

芸作物の振興 

妙高市 

 

   ●むらづくり農業基盤整備事業 

○内容：集落が行う農業基盤の整備支援 

・補助金交付、原材料支給など 

○必要性・効果：未整備の農道・用排水路

の整備促進 

妙高市 

 

   ●中山間地域等直接支払事業 

○内容：集落協定に基づき農地保全や農業

生産活動の継続に向けた取組みを行って

いる集落に対し、交付金を交付 

○必要性・効果：中山間地域が持つ多面的

機能（水源涵養、自然環境保全、土砂災

害防止など）の維持や耕作放棄地の発生

抑制 

妙高市 

 

   ●環境保全型農業直接支払事業 

○内容：環境保全効果の高い営農活動の取

組みに対し、交付金を交付 

○必要性・効果：地球温暖化防止や生物多

様性保全 

妙高市 

 

   ●多面的機能支払事業 

○内容：水路や農道など地域資源の保全活

動や長寿命化のための活動に対し、交付

金を交付 

○必要性・効果：農業・農村が有する多面

的機能の維持・発揮 

妙高市 
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自立促進 

施策区分 

事 業 名 

（施設名） 
事 業 内 容 事業主体 備考 

   ●未整備農地集積事業 

○内容：未整備農地を取得、賃借して耕作

する農家に対し、補助金を交付 

○必要性・効果：耕作放棄地の発生抑制 

妙高市 

 

   ●六次産業化推進事業 

○内容：農業者を主体とした地域資源を活

用した生産活動の活発化と、新たな地域

産品開発や販路拡大の取り組みの推進 

○必要性・効果：農林業者所得の向上、荒

廃農地の発生抑制 

妙高市 

 

   ●森林多面的機能発揮対策事業 

○内容：森林の適正な整備に対する支援 

民有林の整備面積 年間約 30ha 

○必要性・効果：森林の持つ多面的機能 

（水源涵養、山地災害防止、地球温暖化

の緩和、生態系の保全など）の維持 

妙高市 

 

   ●商工会振興支援事業 

○内容：商工会が実施する経営改善普及事

業及び地域総合振興事業に補助 

○必要性・効果：商工業者の経営改善、地

域経済の活性化 

妙高市 

 

   

   

   

   ●企業立地促進事業 

○内容： 企業誘致の実施と進出・拡張企業

への支援 

○必要性・効果：企業の事業拡大による雇

用の創出 

妙高市 

 

   ●友好都市交流事業 

○内容：地域の魅力や観光資源を友好都市

に発信し、交流事業を実施 

○必要性・効果：国内外の友好交流都市と

の交流促進と誘客拡大 

妙高市 
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自立促進 

施策区分 

事 業 名 

（施設名） 
事 業 内 容 事業主体 備考 

   ●観光誘客支援事業 

○内容： 観光事業者等の誘客事業に対し、

補助金を交付 

○必要性・効果：観光産業の活性化と誘客

拡大 

妙高市 

 

   ●妙高型エコツーリズム推進事業 

○内容：地域資源を活かしたエコツアーの

開催支援とツーリストサポーターの養成 

○必要性・効果：地域主体のエコツアーに

よる地域活性化と誘客拡大 

妙高市 

 

   ●鳥獣対策事業 

○内容： 野生鳥獣の防除活動、捕獲及び住

民への注意喚起、情報提供 

○必要性・効果：野生鳥獣による人的被害、

農作物等への被害防止 

妙高市 

 

 
（６）公共施設等総合管理計画との整合 

「産業の振興」区分における公共施設等については、市を取り巻く現状及び将来の見通しを

分析し、総合管理計画の基本方針に基づく総合的な管理を推進する。 
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３ 交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進 
 

（１）道路 

① 現況と問題点 

妙高地域における幹線道路は、国道 18 号が地域の中央部を南北に縦貫するとともに、

妙高支所や関山駅を中心とし、主要地方道妙高高原公園線が関温泉・燕温泉方面へ、一般

県道大原関山停車場線及び主要地方道飯山斑尾新井線が斑尾高原・新井地域方面へ、一般

県道関山停車場線及び関山中郷線が上越市中郷区方面へと伸びており、生活道路としてだ

けでなく、基幹産業である観光施設へのアクセス道路として利用されている。 

妙高地域における市道の整備状況については、改良率 60.2％、舗装率 89.5％と本市平

均（改良率：56.4％、舗装率：85.8％）よりも整備が進んでいる状況である。 

道路や橋梁の多くは高度経済成長期に建設されており、老朽化により、これまでも計画

的に修繕が行われてきたが、国道 18 号妙高大橋の架け替えをはじめ、大規模な改修が集

中する時期を迎えることから、計画的な点検と必要な改修を行う必要がある。 

また、人口減少などの社会情勢の変化に伴い、交通量や維持管理費の減少などを見据え

た道路管理が求められるが、災害対応などにも考慮し、必要路線の選択と規格に捉われな

い弾力的な道路整備と維持修繕を行う必要がある。 

加えて、近年の観光入込客の増加に伴い、観光施設を結ぶ道路について渋滞が見られる

ことから、計画的な道路新設及び改良が必要な状況となっている。 

一方、当地域は日本有数の豪雪地帯であることから、冬期間の降雪期でも安全・安心し

て通行できる道路除雪が必要不可欠であるが、持続可能な除雪体制の維持が課題となって

おり、除雪しやすい道路改良のほか、消雪パイプや除雪機械の計画的な更新が必要である。 

上信越自動車道に関しては、4 車線化工事が計画的に進められており、安全で利便性の

高い広域交通体系が整いつつあるが、頻発する交通事故や交通渋滞の解消に加え、災害時

の広域的緊急輸送道路としての機能強化のため、早期の 4車線化が求められている。 

農道は、農業経営に必要不可欠な施設であり、当地域においては 33.4ｋｍの延長がある。

日常生活における集落間の連絡道路や、災害時や緊急時などには迂回路としての機能を有

していることから、適切な維持管理が必要である。 

林道は、25.2ｋｍの延長があり、森林の持つ水源かん養など多面的な機能の維持向上を

図るため重要であるが、改良を必要とする箇所が多い上、未舗装など整備水準が低い状態

であり、計画的な改良が求められている。 

② その対策 

・集落間や集落内の連絡道路など、地域住民の生活を支える観点に加え、観光振興の観点

からも交流人口の拡大を見据えた効果的な道路整備と危険箇所の改良などを行う。 

・橋梁を含めた市道の維持管理費の平準化と長寿命化を図るため、緊急性や優先度、必要

性を見極め、施設の廃止、改修、長寿命化など、計画的な維持管理を行う。 

・冬期間の確実な交通を確保するため、除雪機械による除雪ほか、消雪パイプなどの克雪

施設の効率的な運用を図りながら、持続可能な除雪体制の維持を図るとともに、除雪機

械、克雪施設の計画的な更新を図る。また、子どもの通学や高齢者等に配慮した、歩道
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除雪の充実を図る。 

・上信越自動車道については、平成 30 年度の完成を目途に進められている 4 車線化工事

の早期完成を促進するとともに、地域活性化や住民生活の利便性の向上のほか、観光誘

客の拡大と防災面での機能強化を図るため、妙高サービスエリアへのスマートインター

チェンジの設置に向けて関係機関との協議を進めていく。 

・農道は、農業生産性の向上、作業の効率化のため重要な生産基盤であることから、ほ場

整備と併せて整備を推進するほか、未舗装の狭隘路線などは「むらづくり農業基盤整備

事業」や「中山間地等直接支払制度」により、地域住民との協働による適切な維持管理

を推進する。 

・林道については、森林資源の適切な維持管理に向け、改良・舗装を計画的に推進する。 

 

（２）バス等地域内交通 

① 現況と問題点 

妙高地域の公共交通として、バス・タクシーが地域住民の生活交通手段を担っている。

しかし、自家用車の普及や人口減少などに伴い、利用者数が年々減少している反面、維持

運行経費は増加しており、維持・存続に向け運行形態の改善を進めた結果、平成 21 年 10

月から「大鹿・樽本線」「大谷・桶海線」「妙高病院線」をＮＰＯによるコミュニティバス

運行や、平成 25年 4月から路線バス「小野沢線」を乗合タクシーに、同年 10 月から路線

バス「関・燕温泉線」を市営バスに転換することにより、地域の移動手段が確保されてい

る。 

今後も利用者の減少が懸念される中、児童・生徒、高齢者等の交通弱者や観光客の移動

手段を確保し、持続可能な公共交通体系を構築することが課題となっている。 

また、鉄道は、妙高地域の中心地に関山駅があり、児童・生徒や住民の通勤・通学をは

じめ、通院・買い物などの重要な交通手段となっており、観光客も含めて利便性の高い運

行が求められている。平成 27 年 3 月の北陸新幹線の開業に伴い、第 3 セクターによるえ

ちごトキめき鉄道㈱に運営が移管されたが、「駅舎サロン＆画廊愛好会」など、身近な鉄

道を地域住民みんなで守っていく「マイレール・マイステーション意識」の醸成や駅の美

化活動など、地域住民が利用促進に関する活動に積極的に取り組み、利用促進を図ること

が必要である。 

② その対策 

・児童・生徒、高齢者等の利用者のニーズや地域の実情に対応し、電車との接続にも配慮

した利便性の高い公共交通を維持・確保する。 

・コミュニティバスの運行路線の拡大について検討し、財政負担を考慮しながら、便利で

快適に利用できる持続可能なバス運行を推進する。 

   ・利用者のニーズに応じて運行路線やバス停の見直しを図るほか、高齢者や障がい者等が

バスや乗合タクシーを利用する際に、乗車運賃の一部を支援し、外出支援や公共交通の

利用促進に努める。 

   ・駅や駅周辺を活用した地域活性化に向け取り組んだ「関山駅周辺地域活性化ビジョン」

を踏まえ、通勤や通学など日常生活の足として、また、観光客などを含め、多くのかた
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から積極的に利用していただけるよう、パーク＆ライドなど、自家用車から公共交通へ

の転換を積極的に働きかけるとともに、鉄道会社や沿線市と一体的な利用促進策を推進

する。 

 

（３）情報化 

① 現況と問題点 

市内のほぼ全域で、光ケーブルなどによる超高速ブロードバンドサービスの環境が整っ

ており、携帯電話サービスについても、平成 23 年度に妙高地域全域での使用が可能とな

り、住民生活における利便性は向上している。しかし、ケーブルテレビへの加入や、安全

安心メールへの登録が低いことが課題となっている。 

また、平成 27年 12月には、新井地域を中心にコミュニティＦＭが開局したが、妙高地

域などでは、受信できない状況となっている。 

市では開かれた市政の実現に向け、市報のほか、ホームページ、メール、ケーブルテレ

ビ、コミュニティＦＭなど多様な媒体を通して、市の情報発信を行っているが、災害発生

時に迅速な災害情報等の発信に必要不可欠な防災行政無線のデジタル波への移行に併せ、

緊急情報が確実に提供される情報伝達体制をさらに強化していくことが必要である。 

② その対策 

・妙高チャンネルによる情報発信効果を高めるため、ケーブルテレビの加入促進を図る。 

・災害時などに、迅速、確実な情報を市民及び来訪者に提供するため、同報系防災行政無

線のデジタル波への移行に併せ、多様な情報発信媒体の基盤整備と活用を行い、情報伝

達体制の重層化を図る。 

 

（４）地域間交流 

① 現況と問題点 

エコ、ヘルス、グリーン、アート＆カルチャーの４つのツーリズムを基本とし、交流人

口の拡大に取り組む本市において、妙高地域では、近年のライフスタイルの変化に伴い、

過疎地域の持つ豊かな自然環境などが再認識され、これらの地域を新たな居住地として志

向する都市住民が増えており、クラインガルテン妙高やハートランド妙高などを拠点に多

くのかたが訪れている。 

今後は、農村生活などを体験できるプログラムを充実させるとともに、人口減少社会へ

の対策として、地方へ移住を希望する都市住民のニーズに応えることのできる施設と受入

体制の整備にも取り組んでいく必要がある。 

また、市内への移住・定住を促進するため、住宅取得などに対する支援事業により、転

出抑制と転入増加に努めてきたが、移住・定住を希望するかたは、住居環境の支援に加え

て、暮らしや雇用、子育て・教育、医療・福祉等の総合的な支援を求めていることから、

相談窓口体制の強化を図りながら、効果的な支援策を進めていく必要がある。 

 

 ② その対策 

・妙高山麓の豊かな自然資源を最大限活用した体験交流プログラムの開発、農業体験や農
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家民泊、教育体験旅行などグリーン・ツーリズムの受入体制を強化し、交流人口の拡大

と地域活性化を図る。 

・地域内に点在する妙高の歴史・文化・暮らし・食・農産物など特色を活かした体験施設

の整備・連携に取り組みながら魅力あるプログラムを企画・提供する。 

・クラインガルテン妙高の長期利用者を移住定住につなげるため、地域住民との交流を深

める機会を引き続き提供するとともに、首都圏等の住民が本市に移住し、地域コミュニ

ティや経済などの活性化につなげるため、生涯活躍のまちづくりに向けた施設整備を検

討する。 

・優良な空き家情報の提供、住宅等取得支援制度などの周知に加え、雇用や医療、教育等

総合的なサポートを行う移住支援員を配置し、移住相談窓口の充実・強化を図る。 

 

 

■事業計画 

自立促進 

施策区分 

事 業 名 

（施設名） 
事 業 内 容 事業主体 備考 

交通通信体系

の整備、情報化

及び地域間交

流の推進 

(1)市町村道    

 道路 

 

●市道大谷桶海線道路改良事業 

○L＝1,200m、W＝7.0m 
妙高市 

 

  ●市道関山桶海線道路改良事業 

○L＝100m、W＝7.0m 
妙高市 

 

  

 

●市道桶海東線等道路改良事業 

○待避所整備 30箇所 
妙高市 

 

  ●市道楡島葎生線道路改良事業 

○L＝2,450m、W＝8.0m 
妙高市 

 

 橋りょう ●橋梁長寿命化事業 

○市道橋の修繕、落橋防止対策工事 

大橋ほか 3橋 

妙高市 

 

 その他 ●克雪施設整備事業 

○克雪施設（消雪パイプ）の更新 

 関山中村線、仲町小野沢線、 

仲町西線、関山(Ｔ)北沢線 

○雪崩防止工事 

下樽本地内 3箇所、大鹿地区 1箇所 

妙高市 

 

   

   ●スマートＩＣ整備事業 

○内容：上信越自動車道妙高ＳＡへのスマ

ートＩＣの整備促進 

○必要性・効果：スマート ICの設置による

地域住民の利便性向上、交流人口の増加 

妙高市 
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自立促進 

施策区分 

事 業 名 

（施設名） 
事 業 内 容 事業主体 備考 

 (3)林道   

   ●林道整備事業（（仮称）林道赤池線舗装工

事） 

○林道舗装 L＝2,400m、W＝4.0m 

妙高市 

 

 (6)電気通信施設等   

   ●無線デジタル化事業 

○同報系防災行政無線等整備工事 
妙高市 

 

 (9)道路整備機械等   

   ●除雪機械整備事業 

○除雪ドーザ 1台更新 

○ロータリ除雪車 1台更新 

妙高市 

 

 (10)地域間交流   

   ●交流推進施設維持管理事業 

○クラインガルテン妙高の外壁塗装、施設

へのアクセス道路整備 

塗装工事 N=4棟 道路整備 L=70m、W=4m  

妙高市 

 

   ●日本文化体験施設整備事業 

○農村生活や地元食材を活用した和食の提

供など、日本文化を体験できる施設整備 

妙高市 

 

 (11)過疎地域自立促進特別事業   

   ●都市と農村交流推進事業 

○内容：都市住民などを対象とした体験交

流プログラムの実施、教育体験旅行・農

家民泊の受入、花畑イベントの実施等 

○必要性・効果：交流人口の増加、中山間

地域の活性化、地域産業の振興 

妙高市 

 

   ●交流推進施設維持管理事業 

○内容：交流推進施設の維持管理及び地元

組織が行う花畑維持活動に対する支援 

○必要性・効果：交流人口の増加、中山間

地域の活性化、耕作放棄地の解消 

妙高市 

 

   ●コミュニティバス運行支援事業 

○内容：NPO 法人が実施するコミュニティ

バス運行費に対する補助 

○必要性・効果：地域における交通弱者の

移動手段の確保と地域活性化 

妙高市 

 

 



27 

 

自立促進 

施策区分 

事 業 名 

（施設名） 
事 業 内 容 事業主体 備考 

   ●市営バス運行対策事業 

○内容：民間路線バス撤退後の市営バスの

運行費 

○必要性・効果：地域における交通弱者の

移動手段の確保と観光客の利便性向上 

妙高市 

 

   ●乗合タクシー運行対策事業 

○内容：タクシー事業者が運行する乗合タ

クシー運行費に対する補助 

○必要性・効果：地域における交通弱者の

交通手段の確保と地域活性化 

妙高市 

 

   ●妙高ふるさと暮らし応援事業 

○内容：移住定住コンシェルジュの配置、

空き家情報登録制度の運用、移住希望者

への情報発信など 

○必要性・効果：移住・定住の促進、地域

活性化、空き家の活用 

妙高市 

 

 
（５）公共施設等総合管理計画との整合 

「交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の推進」区分における公共施設等については、

市を取り巻く現状及び将来の見通しを分析し、総合管理計画の基本方針に基づく総合的な管理

を推進する。 
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４ 生活環境の整備 
 

（１）水道施設 

① 現況と問題点 

妙高地域の水道施設は、妙高簡易水道、関地区簡易水道、燕温泉小規模水道、大谷小規

模水道の 4 つの水道事業が整備され、水道普及率は 95.3％となっている。 

平成 23 年度に新井地域の瑞穂簡水、新井南部簡水の水源の問題や施設の合理化などか

ら、妙高簡水、大鹿簡水、瑞穂簡水、新井南部簡水の統合認可を受け、管網等の整備を進

め、平成 28 年度に 4 つの簡易水道の統合が完了する予定である。これにより、水源が安

定しない区域での水源の有効活用や施設の効率的な運用が図られ、安定給水が可能となる。 

また、老朽化している施設や石綿セメント管などについて、計画的な更新が必要である。 

② その対策 

・人口減少や施設の老朽化などを踏まえながら、計画的な施設更新を進め、災害に強いラ

イフラインの構築と安全・安心な水道の供給を進める。 

 

（２）汚水処理施設 

① 現況と問題点 

妙高地域の汚水処理施設は、関山と斑尾の両処理区の公共下水道のほか、農業集落排水

により、整備を進めてきたところであるが、水洗化率は 91.1％と市全体の 94.8％に比べ

低い状況にある。 

また、下水道事業区域以外においては、生活環境の向上と公共用水域の水質保全を図る

ため、合併処理浄化槽による生活排水処理を推進している。 

② その対策 

・妙高地域の特定環境保全公共下水道斑尾処理区、農業集落排水妙高地区は、下水道への

接続率が低いことから、接続に向けた説明や周知を徹底し、水洗化率の向上を図る。 

・下水道事業区域以外の地区では、合併処理浄化槽の設置を促進し、生活環境の向上と公

共用水域の水質保全を図る。 

 

（３）廃棄物処理施設 

① 現況と問題点 

平成 23 年度から増加傾向にあった家庭ごみの排出量は、ごみ減量リサイクル説明会等

の啓発により分別意識の向上が図られ、平成 25 年度には大きく減量したが、一人あたり

のごみの排出量の減少率が低いことから、今後も子どもの頃から「もったいない」の心を

育みながら、資源化率の向上と廃棄物処理施設の延命化に向け、ごみの減量をより一層進

める必要がある。 

また、不法投棄の防止に向け、クリーン巡視員による定期的なパトロールと看板設置等

を実施してきた結果、豊かな自然環境は守られているが、妙高地域では、山菜採りなどに

伴うポイ捨てが多く、ポイ捨てごみがさらなるごみを呼ぶため、マナー向上を周知する必
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要がある。 

塵芥処理施設である新井頸南クリーンセンターは建設から 19 年、資源物処理施設であ

るあらい再資源センターは同 22 年が経過し、ともに老朽化が進んでいる。妙高高原最終

処分場は、建設から 14年が経過している。 

なお、新井頸南クリーンセンター、妙高高原最終処分場は、新井頸南広域行政組合が管

理運営しているが、組合の解散に伴い、平成 29年 4月から市に移管される予定である。 

② その対策 

・市民一人ひとりが、ごみを減らし（リデュース）、使えるものは繰り返し使い（リユー

ス）、そして、使えなくなったら資源として利用する（リサイクル）という「３Ｒ」の

取り組みを一層進め、循環型社会を構築する。 

・関係団体と連携し、小中学生を対象にポスター・標語を募集するなど、子どもの頃から

環境への関心が深まるよう啓発を行う。 

・「不法投棄はしない、させない、許さない」という市民一人ひとりのモラルの向上を図

るとともに、パトロール等の監視により、地域ぐるみの未然防止活動を推進する。 

・身近な公共空間の沿道のごみ拾い等を行うクリーンパートナー制度の推進や地域での花

の植栽活動を支援するなど、協働による継続的な環境美化活動を推進する。 

・新井頸南クリーンセンターの延命化に向けて、精密機能検査に基づき、改修計画を検討

する。 

 

（４）消防・救急体制の整備 

① 現況と問題点 

妙高市消防団妙高方面隊は、7 分団 13 部１班、約 230 人の構成となっている。しかし、

人口減少や高齢化、勤務形態の多様化など社会情勢の変化などにより、団員の確保が難し

い状況が続いており、山間部においては消防活動が困難な地域も出てきている。 

近年の異常気象により日本各地で災害が多発しており、市民の防災・減災に対する関心

は非常に高まっている。こうした中、妙高地域も含め市内全域で自主防災組織が組織化さ

れるなど、地域における防災体制は整備されたが、実践的な防災訓練が十分に行われてい

ないことから、訓練の実施などを働きかける必要がある。 

今後も、自然災害をはじめとする各種災害に対応するため、防災行政無線のデジタル化

をはじめ、計画的に施設・設備等を充実していくとともに、各地域の実情に即した自主防

災組織などの組織整備や適正な団員数の確保、避難所の耐震化を推進する必要がある。 

② その対策 

・若者の消防団離れが進んでいる現状を踏まえ、地域に働きかけを行うほか、企業に対し

て消防団活動への理解を深める取り組みを行うとともに、消防団員の魅力を高めるため、

待遇改善や支援制度等を充実する。 

・特別消防団員制度を活用して地域消防力の確保と消防技術の継承を推進するほか、自主

防災組織と連携し、各家庭や地域に対し、防災・減災に対する意識と自助・共助の役割

について周知する。 
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・自主防災組織が災害時に十分な機能を発揮できるように、消防団や上越地域消防事務組

合等と連携するほか、地域にいる防災士や防災士間のネットワークを活用し、実践的な

訓練の実施や災害時要援護者の個別支援計画の作成など地域防災力を高めるための働

きかけや支援を行う。 

・消防施設整備 5カ年計画に基づき消防施設や資機材等の適正な配置や整備を進めるとと

もに、未耐震となっている地区避難所の耐震化に対する費用補助を進める。 

 

 

■事業計画 

自立促進 

施策区分 

事 業 名 

（施設名） 
事 業 内 容 事業主体 備考 

生活環境の整

備 

(1)水道施設    

 簡易水道 ●水道管更新事業（関地区簡易水道） 

○石綿セメント管の更新工事 

 φ100 L=400m 

妙高市 

 

   ●水道管更新事業 

(妙高簡易水道：原通地区） 

○硬質塩化ビニール管の更新工事 

 φ75 L=270m 

妙高市 

 

 (5)消防施設    

   ●消防施設整備事業（関山） 

○妙高方面隊第１分団第１部消防器具置場

新築工事 

妙高市 

 

   ●消防施設整備事業（関温泉） 

○妙高方面隊第３分団第１部小型動力ポン

プ更新 

妙高市 

 

   ●消防施設整備事業（西田屋新田） 

○妙高方面隊第７分団小型動力ポンプ更新 
妙高市 

 

   ●消防施設整備事業（上中村新田） 

○妙高方面隊第５分団第１部積載車更新 
妙高市 

 

   ●消防施設整備事業（桶海） 

○妙高方面隊第５分団第２部小型動力ポン

プ更新 

妙高市 

 

   ●消防施設整備事業（葎生） 

○妙高方面隊第６分団第１部積載車更新 
妙高市 
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自立促進 

施策区分 

事 業 名 

（施設名） 
事 業 内 容 事業主体 備考 

 (7)過疎地域自立促進特別事業   

   ●ごみ減量・リサイクル推進事業 

○内容：ごみの適正処理と資源化の推進 

○必要性・効果：衛生的で美しい生活環境

の維持とごみの減量による処分費の削減 

妙高市 

 

   ●不法投棄防止対策事業 

○内容：クリーン巡視員によるパトロール、

不法投棄物の回収 

○必要性・効果：不法投棄の未然防止と早

期発見、早期回収による環境保全  

妙高市 

 

   ●環境美化活動推進事業 

○内容：地域住民による清掃、美化活動、

植栽活動への支援 

○必要性・効果：地域の環境美化の向上  

妙高市 

 

   ●合併処理浄化槽設置整備事業 

○内容：合併処理浄化槽設置に対する補助 

○必要性・効果：公共下水道の区域域外で

の生活環境の向上と水質保全 

妙高市 

 

   ●コミュニティ防災組織育成推進事業 

○内容：防災士の育成と自主防災組織の活

動支援 

○必要性・効果：地域防災体制の強化 

妙高市 

 

   ●防災体制整備事業 

○内容：地区避難所（地区所有）などの耐

震化に対する支援 

○必要性・効果：地域防災体制の強化 

妙高市 

 

   

 

（５）公共施設等総合管理計画との整合 

「生活環境の整備」区分における公共施設等については、市を取り巻く現状及び将来の見通

しを分析し、総合管理計画の基本方針に基づく総合的な管理を推進する。 
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５ 高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 
 

（１）高齢者福祉 

① 現況と問題点 

平成22年国勢調査における妙高地域の65歳以上の老年人口は、平成17年に比べて2.9％

減少しており、生産年齢人口・年少人口の減少とも相まって、総数で 11％の減となるなど、

他の地域よりも早く本格的な人口減少段階を迎えている。 

高齢化率は 33.4％と、平成 17 年に比べて 2.8 ポイント増加している状況の中、住み慣

れた地域でいつまでも生活ができるよう、地域住民を中心とした、ひとり暮らし高齢者世

帯などへの「見守りネットワーク」が整備され、特に高齢化率が高い土路、樽本地区につ

いては、妙高支所職員が定期的に戸別訪問を実施し、日常生活における不安解消に努めて

いる。さらに、豪雪地の当地域で一番の不安となっている屋根雪除雪や道踏みへの支援な

どを継続し、安全・安心な生活支援サービスの提供に取り組んでいる。 

加えて、要介護認定者や認知症高齢者についても増加傾向にあり、介護が必要な状態に

なっても在宅生活を継続できるよう、介護予防事業の更なる推進と地域包括ケアシステム

の確立が求められている。 

また、平成 7 年に設置した高齢者生活福祉センター「妙高の里」は、整備後 20 年を経

過し、老朽化が著しい状況となっている。 

② その対策 

・高齢者一人ひとりが介護予防の必要性を理解できるよう、各種介護予防出前講座や市民

公開講座を開催するとともに、身近なところで介護予防に取組めるよう町内会館などを

活用した地域の茶の間づくりを推進する。 

・高齢者の在宅生活を支援するため、医療・介護が一体的に提供されるよう、在宅ケアに

関わる多職種間の連携を強化し、支援体制の充実を図る。 

・認知症の早期発見・早期対応を推進するため、認知症ケアパスを作成するとともに、地

域包括支援センターに認知症初期集中支援チームを設置するなど、複数の専門職による

支援体制を構築する。 

・地域において活用できる社会資源を把握するとともに、地域住民やＮＰОなど多様な主

体による新たなサービスの提供について検討し、高齢者の日常を支える支援体制を構築

する。 

・全集落で整備された「見守りネットワーク」の継続と地域での浸透を図り、地域での支

え合い、見守り体制を強化する。 

・在宅での生活に不安のある高齢者の福祉の増進を図るため、老朽化の著しい「妙高の里」

の改修を検討する。 

 

（２）児童福祉（少子化対策・子育て支援） 

① 現況と問題点 

本市における平成 22年国勢調査の年少人口は 4,346 人であり、平成 17年の 5,243人と

比べて 897 人、17.1％の減少となっており、妙高地域の年少人口の同期間の減少率は、
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28.2％と市全体より高い状況となっている。 

少子高齢化や人口減少が進む中、結婚を促進するため、独身者の出会いの機会を創出す

るなどの支援を行うとともに、一人でも多くの子どもを持ち育てられるように、平成 27

年度から子育て世代包括支援センターを立ち上げ、保健師等が妊娠届等の機会を通じて、

全ての妊産婦等の状況を継続的に把握し、母子保健や育児に関する様々な悩み等の相談支

援に取り組んでいる。また、特に支援を要する妊産婦等に対しては、支援プランを策定し、

家庭児童相談員や医療機関等の関係機関と連携を図りながら、包括的・継続的に支えるな

ど、妊娠から出産、子育て期にわたるまでの切れ目のない支援に取り組んでいる。 

また、本市は、第 3 子以降の保育料無料化に、いち早く取り組むとともに、平成 24年 9

月に子ども医療費の助成を中学卒業までとした後も順次、対象を拡大するなど、子育て世

帯への経済的支援にも取り組んできた結果、平成 26年の合計特殊出生率は 1.71 と、合併

後、最も高い数値となっている。 

② その対策 

・未婚化の進展に歯止めをかけるため、結婚相談やセミナーなどを開催し、独身者の結婚

に対する意識の高揚を図るとともに、結婚を支援する市民ボランティアの組織拡充を図

り、地域ぐるみでの結婚支援を進める。 

・子どもの成長や親の育児知識、様々な子育てニーズを見極めながら、タイムリーな子育

て情報の提供やそれぞれの子育てに合わせた支援サービスを提供するとともに、次世代

の親の育成を進めつつ、地域全体で子どもを育てるための環境づくりを進める。 

・育児に対する不安を解消するため、乳幼児期の健康診査や戸別訪問など、子育て世代へ

の包括的な相談支援を強化するとともに、第 3子以降の保育料無料化や医療費助成など

保護者の経済的な負担の軽減を継続する。 

・子育てしやすい環境とするため、子育て広場の開設支援や、保護者の就労状況を考慮し

た延長保育、一時預かりなどの特別保育や放課後児童クラブの開設を継続する。 

・ひとり親家庭に対する自立支援策として、経済支援、就労支援を講じる。 

 

（３）障がい者福祉 

① 現況と問題点 

これまで本市では、障がいを持つかたが地域生活を送るための相談支援や住宅のバリア

フリー化の助成、通所作業所やグループホームの整備など、地域生活への移行に取り組ん

できたが、相談内容の多様化・複雑化への対応や個々の障がいに沿った支援、利用者ニー

ズに対応した施設の不足などへの対策が急務となっている。 

就労が困難な障がい者に対しては、引き続き、障がい者の自立と社会参加の促進のため、

就労訓練等の機会を提供していく必要がある。 

また、平成 24 年度から、障がい者の心身の状況や本人の意向に合わせ適切なサービス

を提供するため、個別にサービス等利用計画を作成するとともに、平成 27 年度には隔月

で妙高地域において地域活動支援センターを開設しているが、人材が不足していることな

どから、相談支援体制の充実や適切なサービスの提供が求められている。 
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② その対策 

・より多くの障がい者が社会参加できるよう支援するとともに、生きがいをもって働き、

安定した生活を確保できるよう、通所作業所での活動の充実を図る。 

・一般就労に向け、ハローワークや障害者就業・生活支援センターと連携し、職業訓練か

ら就労、職場定着まで継続的な支援を行う。 

   ・障がいの種別や様々なニーズに対応できる相談支援体制の充実、強化とともに、障がい

者の権利擁護を図るため、成年後見制度の活用に向け啓発活動を推進する。 

・障がい福祉サービスを提供する事業所の協力を得ながら、サービス等利用計画の作成を

行う相談支援専門員の確保を図り、個々の抱える課題を解決し、適切なサービス利用を

推進する。 

 

（４）健康づくり 

① 現況と問題点 

市民が健康寿命を延ばし、生涯を通じて健康な生活を送れるよう、平成 25 年に「元気

いきいき健康条例」を制定し、疾病予防や運動習慣の定着を図る施策として、ウォーキン

グやラジオ体操の普及をはじめ、健康妙高エコマイレージや減塩運動、健康保養地プログ

ラムの実施など各種健康づくりの取り組みを進めてきた。しかし、塩分の過剰摂取をはじ

め、運動習慣、禁煙等の生活習慣について、成果が十分に表れていないことから、引き続

き、市民、地域、事業所と行政が一体となった市民主体の健康づくり活動を推進していく

必要がある。 

また、脳血管疾患や大腸がん、胃がん等の死亡率は、全国・県平均に比べて高い状況に

あり、生活習慣病の早期発見・早期治療を推進するため、特定健診・各種がん検診等の受

診率向上に取り組むとともに、健診後の保健指導等を充実し、重症化を予防していく必要

がある。 

② その対策 

・生活習慣病予防や健康づくりに関する情報発信を行うとともに、健康妙高エコマイレー

ジやウォーキング、ラジオ体操の推進をはじめ、健康保養地プログラムの充実、バラン

スのとれた食事や減塩運動等の食育推進、受動喫煙防止など、市民の主体的な健康づく

り活動を促進する取り組みを地域、事業所等と連携を強化し、推進する。 

・生活習慣病予防やがんの早期発見・早期治療を促進するため、事業所や検診機関と連携

して、働き盛りの年齢層が受診しやすい健診等の体制を整備するとともに、その重要性

を周知し、受診率の向上を図る。 

・健診受診者に対する生活習慣の改善指導や適切な受診行動の勧奨など、重症化予防の取

り組みを医療機関等と連携を図りながら推進する。 
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■事業計画 

自立促進 

施策区分 

事 業 名 

（施設名） 
事 業 内 容 事業主体 備考 

高齢者等の保

健及び福祉の

向上及び増進 

(1)高齢者福祉施設 

 高齢者生活福祉セ

ンター 

●妙高の里改修事業 

○屋根防水、外壁等改修工事 
妙高市 

 

 (3)児童福祉施設 

  保育所 ●園整備事業 

○妙高保育園駐車場改修工事 

○妙高保育園非構造部材（ガラス）耐震補

強工事（飛散防止フィルムの設置） 

○妙高保育園通園バス倉庫改修工事 

妙高市 

 

 (8)過疎地域自立促進特別事業   

   ●地域安心ネットワーク推進事業 

○内容：ひとり暮らし高齢者など要援護者

に対する見守り体制のネットワーク化 

○必要性・効果：要援護者の住み慣れた地

域での安全・安心な暮らしを確保 

妙高市 

 

   ●高齢者世帯冬期在宅支援事業 

○内容：要援護高齢者世帯の屋根雪除雪、

生活路の雪踏み費用の助成 

○必要性・効果：要援護者の住み慣れた地

域での安全・安心な暮らしを確保 

妙高市 

 

   ●一般介護予防事業 

●介護予防・生活支援事業 

○内容：高齢者の健康維持・増進や介護予

防につながる支援の実施 

○必要性・効果：住み慣れた地域で元気に

生活できることにより健康寿命延伸 

妙高市 

 

   ●障がい者相談支援事業 

○内容：障がい者の生活に対する相談・支

援の実施 

○必要性・効果：障がい者の社会参加 

妙高市 

 

   ●出会いサポート事業 

○内容：男女の出会いの場の創出 

○必要性・効果：成婚者の増加 

妙高市 

 

 

 

 



36 

 

自立促進 

施策区分 

事 業 名 

（施設名） 
事 業 内 容 事業主体 備考 

   ●子育て広場運営事業 

○内容：入園前の概ね３歳未満の子どもと

保護者の子育てを支援する子育て広場の

運営支援 

○必要性・効果：子育てに関する情報交換

や交流、仲間づくり 

妙高市 

 

   ●放課後児童クラブ事業 

○内容：関山コミュニティセンターで開設

する放課後児童クラブの運営支援 

○必要性・効果：労働等により昼間家庭に

いない小学生を持つ保護者の子育て支援 

妙高市 

 

   ●生活習慣病予防健診・重症化予防事業 

○内容：市民健診や各種がん検診等の実施

と保健指導の実施 

○必要性・効果：早期発見や重症化予防に

よる健康寿命の延伸と医療費削減 

妙高市 

 

   ●食育推進事業 

●園児の食育推進事業 

○内容：「みょうこう減塩生活大作戦」の展

開、意識啓発活動の実施 

○必要性・効果：生活習慣病の予防、適切

な食習慣の定着 

妙高市 

 

   ●市民主体の健康づくり事業 

○内容：健康妙高エコマイレージやウォー

キング、ラジオ体操などの普及・啓発 

○必要性・効果：市民主体による日常的な

運動習慣や健康づくりの定着 

妙高市 

 

   ●健康保養地づくり推進事業 

○内容：健康保養地プログラム、宿泊型保

健指導による健康ツアーの実施 

○必要性・効果：健康増進と運動習慣の定

着、生活習慣病予防 

妙高市 

 

 

（５）公共施設等総合管理計画との整合 

「高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進」区分における公共施設等については、市を取り

巻く現状及び将来の見通しを分析し、総合管理計画の基本方針に基づく総合的な管理を推進す

る。 
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６ 医療の確保 
 

（１）医療の確保 

① 現況と問題点 

妙高地域には、診療所と歯科医院が各１施設あり、診療科目は限られるが、住民に最も

身近な医療機関として、受診機会の確保が図られている。 

一方、より高度な医療については、新井地域の厚生連けいなん総合病院や妙高高原地域

の県立妙高病院などを受診することとなるが、これら病院の医師をはじめとした医療従事

者の不足などによる医療体制の維持が課題となっている。 

このため、地域住民が安心して診療を受けられるよう、医師確保をはじめ、医療機関や

医師会などの関係機関との連携により、限りある医療資源を最大限活用し、ドクターヘリ

の活用も含めた患者輸送の確保も併せ、医療体制の充実を図る必要がある。 

② その対策 

・市内基幹病院の機能強化を図るため、医師、看護師などの医療従事者の確保、医療機器・

設備の導入などへの支援を行うほか、診療科目の拡充について、県や大学など関係機関

への働きかけを継続的に実施する。 

・病院、医師会、県、消防など関係機関との連携強化を図り、限りある医療資源を最大限

に活用し、市民や市を訪れたかたが安心して医療を受けられるよう、医療体制の充実を

図る。 

・身近な医療から高度な医療まで、適切な診療を受けられる医療体制を確保するため、上

越地域の医療機関相互の機能分担と連携強化、救急医療や休日・夜間診療などの充実を

図る。 

 

■事業計画 

自立促進 

施策区分 

事 業 名 

（施設名） 
事 業 内 容 事業主体 備考 

医療の確保 (1)診療施設 

 診療所 ●地域医療体制確保事業 

○妙高診療所の屋根及び外壁塗装工事 
妙高市 

 

 

（２）公共施設等総合管理計画との整合 

「医療の確保」区分における公共施設等については、市を取り巻く現状及び将来の見通しを

分析し、総合管理計画の基本方針に基づく総合的な管理を推進する。 
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７ 教育の振興 
 

（１）学校教育 

① 現況と問題点 

妙高地域には、小・中学校が各 1 校あり、平成 22 年度は、妙高小学校に 190 人の児童

が、妙高中学校に 150人の生徒が在籍していたが、平成 27年度は、妙高小学校が 131人、

31％の減少、妙高中学校が 125 人、16.7％の減少と児童・生徒の著しい減少が続いている。 

このような状況の中、児童・生徒が安全・安心に教育活動に取り組めるよう、遠方の児

童・生徒については、スクールバスによる通学を実施している。また、建築後 30 年以上

が経過した妙高小学校、同 40 年以上が経過した妙高中学校の校舎及び体育館の老朽化等

に対する適切な維持管理と計画的な修繕、さらには耐震対策等を行う中で、学校環境の整

備を進める必要がある。 

また、基礎学力の向上はもとより、子どもたちの生きる力を育むため、各学校での自然

や地域文化を活かした多様な体験活動の取り組みを進める必要がある。また、学校ごとに

教育目標の実現や課題の解決に向けた独自の取り組みとして、伝統的な産業や郷土に関す

る地域住民の知恵や経験などの学習を通じて、自分の地域に愛着や誇りを持たせるための

取り組みを行う必要がある。 

② その対策 

・感動体験や困難な体験などの様々な経験、地域住民と連携した自然とのふれあいや地域

文化を活かした体験、さらにそれらの中で繰り広げられる協同的な学びなどを通して、

学ぶことの楽しさを実感できる「ほんもの教育」に重点を置いた学習活動を推進する。

また、フレンドスクール等の事業を通じ、様々な協働体験の中から他者との関わりを学

ぶ取り組みの充実を図る。 

・子どものやる気や学ぶ意欲を引き出す楽しく分かる授業への改善や学校と家庭の連携に

よる学習習慣の定着を図り、基礎学力のさらなる向上と読解力や活用力を育成する。 

・国際化社会に対応できる人材育成のため、英語によるコミュニケーション能力の向上や

多様な文化への理解を深めるため国際姉妹都市との相互交流を通じた国際理解や国際

感覚の醸成に取り組む。 

・「特色ある教育活動」を通して郷土愛の醸成を図るとともに、地域住民との連携や地域

活動との結び付きを学校運営に活かし、学校や地域の持ち味や特徴を最大限に伸ばす

「コミュニティ・スクール」の導入に向けた取り組みを推進する。 

・登下校の安全確保を第一に、スクールバスの効率的な運行を行う。 

・施設の長寿命化に向けた計画的な改修と吊り天井の撤去等の耐震対策工事を実施する。 

 

（２）生涯学習 

① 現況と問題点 

地域の人材を活用し、子どもたちへの学習支援を進める「子縁活動人材制度」により市

民の学びの成果を活かす活動が学校を中心に展開されているが、引き続き、コミュニテ

ィ・スクールの取り組みなどと合わせ、市民が持つ豊富な知識や経験を地域社会に還元し
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ていくための学びの循環を拡大する必要がある。 

妙高地域の妙高ふれあいパークでは、総合体育施設として、総合型地域スポーツクラブ

によるジュニアスポーツクラブの運営や各種大会・教室の開催をはじめ、ラジオ体操やウ

ォーキングの実施など、市民の健康・体力づくりに利用されているが、より一層の日常的

な運動習慣の定着を図るため、市民が気軽にスポーツを楽しみ、継続的に活動できる環境

を整える必要がある。 

競技スポーツの普及や選手の育成については、少子化によるスキー競技人口の減少や地

域における選手育成への支援の低下が懸念されていることから、指導体制の維持・充実に

よる競技水準の向上を図り、全国や世界で活躍する選手の育成が必要である。 

社会教育施設については、老朽化し、耐震基準に満たない施設があり、また、市民ニー

ズの多様化により施設に求められる機能も変化していることから、これらに対応した施設

の改善・改修を行い、地域での学びや集会機能の充実を図る必要がある。 

② その対策 

・市民のニーズに応じた多様な学習機会に加え、社会経済情勢の変化に対応した新たな地

域課題に対する学習機会の提供を進める。 

・学習成果を土台として、さらに学びを深める意欲を喚起し、学びの輪を広げるとともに、

地域において知識や技能を持つ人材の掘りおこしや育成を図る。また、学びの成果を地

域で活かせる場や次世代に伝える機会を創出し、学びの循環を進める。 

・子どもたちの創造力や豊かな感性を育むため、学習・体験プログラムの充実を図るとと

もに、次代の担い手となる青少年リーダーや指導者を育成するための活動を支援する。 

・妙高ふれあいパークにおいて、総合型地域スポーツクラブによる事業展開により、住民

一人ひとりがそれぞれのライフステージにおいて継続的にスポーツに親しむことがで

きる環境づくりに取り組む。 

・スキー場やスキーの指導体制が充実しているなどの地域の特色を生かし、スキーをはじ

めとするジュニア選手の育成を通じ、スポーツの振興を図る。 

・スポーツ施設の修繕などについては、優先順位をつけ、計画的に実施する。 

   ・地域住民の学びや集会に必要な施設環境を確保するため、社会教育関連施設などの計画

的な改善・改修を行う。 
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■事業計画 

自立促進 

施策区分 

事 業 名 

（施設名） 
事 業 内 容 事業主体 備考 

教育の振興 (1)学校教育関連施設 

  屋内運動場 ●中学校大規模改修事業 

○妙高中学校体育館の外壁改修工事 

○屋根塗装工事 

妙高市 

 

   ●小学校非構造部材耐震対策事業 

○妙高小学校体育館の非構造部材（吊り天

井）耐震対策工事 

妙高市 

 

  その他 ●旧大鹿小学校跡地整備事業 

○旧大鹿プールの解体撤去 
妙高市 

 

 (3)集会施設、体育施設等   

  集会施設 ●地域集会施設等耐震化推進事業 

○関山コミュニティセンターの改修工事 
妙高市 

 

   ●原通コミュニティセンター管理事業 

○原通コミュニティセンターの窓改修工

事、屋根及び外壁塗装工事 

妙高市 

 

   ●総合センター機能移転事業 

○総合センター解体、集会機能移転工事 
妙高市 

 

 (4)過疎地域自立促進特別事業 

   ●子どもの通学等対策事業 

○内容：遠距離通学者を対象としたスクー

ルバスの運行 

○必要性・効果：児童、生徒の登下校の安

全の確保、保護者の経済的負担軽減 

妙高市 

 

   ●スポーツタウンづくり推進事業 

○事業内容：総合型地域スポーツクラブに

対する、ジュニアスポーツクラブ及び各

種スポーツ教室等の運営委託の実施 

○必要性・効果：地域住民の運動習慣の定

着化による健康寿命の延伸、スポーツを

通じた地域住民の交流促進 

妙高市 

 

   ●フレンドスクール事業 

○内容：小学 6 年生を対象に長期宿泊体験

を実施 

○必要性・効果：コミュニケーション能力

と他者への思いやりの心の育成 

妙高市 

 

 



41 

 

自立促進 

施策区分 

事 業 名 

（施設名） 
事 業 内 容 事業主体 備考 

   ●特色ある教育活動支援事業 

○内容：妙高小、妙高中の地域性や特色を

活かした教育活動の実施 

○必要性・効果：児童生徒の郷土愛の醸成

と「豊かな心」「確かな学力」「たくまし

い体」の育成 

妙高市 

 

   ●基礎学力向上支援事業 

○内容：児童生徒の学力・学習状況の把握

と家庭学習の支援 

○必要性・効果：基礎学力の定着 

妙高市 

 

   ●子ども国際交流事業 

○内容：海外姉妹都市との交流、外国文化

の学習 

○必要性・効果：異文化を体験して、国際

理解や国際感覚を醸成 

妙高市 

 

   ●生涯学習推進事業 

○内容： 生涯学習指導員を配置し、生涯学

習プランに基づく学習プログラムの企

画、実施 

○必要性・効果：市民の学びの意欲を喚起

し、学びの循環を促進 

妙高市 

 

   ●地域で子ども育成事業 

○内容：子縁人材の登録・活用、ジュニア

リーダーの育成 

○必要性・効果：地域人材の発掘、担い手

の育成 

妙高市 

 

   ●妙高の植物編集事業 

○内容： 妙高山麓の高山植物のガイドブッ

クを作成 

○必要性・効果：妙高の自然のＰＲと保護

意識の向上 

妙高市 

 

 
（３）公共施設等総合管理計画との整合 

「教育の振興」区分における公共施設等については、市を取り巻く現状及び将来の見通しを

分析し、総合管理計画の基本方針に基づく総合的な管理を推進する。 
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８ 地域文化の振興等 
 

（１）地域文化の振興 

① 現況と問題点 

妙高地域の関山神社周辺には、国指定の銅造菩薩立像、県指定文化財として関山神社内

の宝蔵院跡や関山石仏群などの歴史資源があり、これらの価値を顕彰し、後世に伝えるた

め、宝蔵院日記の発刊や地元保存会の育成支援などの取り組みを行う中、旧関山宝蔵院庭

園が平成 25 年 3月に国の名勝となり学術的価値が高く認められた。 

しかし、庭園の損傷が著しく、さらに損傷が拡大する恐れがあるため、適正な保存管理

体制を構築し、その価値の保存とさらなる向上を図り、確実に後世に継承していくことが

求められている。 

近年の高齢化や人口減少などを背景に、地域固有の祭りや民俗芸能、古文書などの無

形・有形の文化財が失われつつある。特色ある文化財を保護するために、適正に記録、保

存、管理し、将来に向けて引き継ぐ環境を整備していく必要がある。 

② その対策 

・関山神社や旧関山宝蔵院庭園、北国街道など、妙高地域の特色ある歴史資産を地域の宝

として、一層の磨き上げを行いながら、歴史学習の場としての活用を進めていく。併せ

て、地域の貴重な文化財を保護活用する取り組みを通して、郷土愛の醸成と交流人口の

拡大を図る。 

・地域に伝わる文化財の価値を明らかにしながら、新たに文化財指定を行い、保護すると

ともに、文化財の公開・活用を通して市民の文化財に対する保護意識と地域への関心を

高める。 

・貴重な文化財や民俗資料などを良好な状態で未来に引き継ぎ、地域の歴史を学ぶ素材と

して有効に活用するため、それら文化財等の適正な記録、保存、管理のあり方や効果的

な展示・活用するための基本的な構想を策定する。 

 

■事業計画 

自立促進 

施策区分 

事 業 名 

（施設名） 
事 業 内 容 事業主体 備考 

地域文化の振

興等 

(1)地域文化振興施設等 

 地域文化振興施設 ●関山神社周辺文化財総合調査・整備事業 

○名勝旧関山宝蔵院庭園の修復整備等 
妙高市 

 

 (2)過疎地域自立促進特別事業  

   ●妙高歴史遺産活用推進事業 

○内容：妙高地域の歴史資産の価値・魅力

を向上し、活用を推進する。 

○必要性・効果：市内の歴史資産を有機的

に結び付け、遺産観光や後世へ伝承する。 

妙高市 
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（２）公共施設等総合管理計画との整合 

「地域文化の振興等」区分における公共施設等については、市を取り巻く現状及び将来の見

通しを分析し、総合管理計画の基本方針に基づく総合的な管理を推進する。 

 

 

９ 集落の整備 
 

（１）集落の整備 

① 現況と問題点 

少子高齢化や人口減少の進展等により、地域コミュニティ活動が衰退し、その機能が低

下しつつある中、平成 24 年度に「妙高市地域コミュニティ振興指針」を策定し、地域コ

ミュニティの維持・再生に向けた対策に取り組むとともに、自治組織活動への財政的支援

を拡充してきた。 

しかし、特に高齢化の著しい過疎地域では、地域コミュニティの維持や共同作業などが

困難になってきていることから、引き続き、地域での話し合いや活動などを支援しながら、

課題解決を図っていく必要がある。 

また、地域での見守りや、除雪などによる高齢者世帯への日常生活支援が広がりをみせ

ているが、市民、自治組織、事業者、行政などの協働により、地域コミュニティが持つ、

助け合い、支え合いなど相互扶助機能を向上させていく必要がある。 

② その対策 

・地域コミュニティ振興指針に基づき、地域点検などを行い、地域課題の把握と解決に向

けた話し合いを促進するほか、振興計画づくりなどの活動支援を拡充させながら、地域

コミュニティ活動の活性化を進める。 

・特に高齢化率が高い地域については、地域内の課題を解決するために、地域サポート人

による集落巡回や集落維持に向けた話し合いを促進するほか、地区振興計画に基づく取

り組みを支援する。 

・地域の活性化と共助活動を実践するために、住民が相互に支え合う活動や組織づくりを

拡大するとともに、ＮＰＯやボランティア、事業者などとも連携し、地域を総合的に支

える仕組みを検討する。 

・集落機能を維持するため、近隣集落とのネットワーク化や集落再編の取り組みを支援す

る。 
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■事業計画 

自立促進 

施策区分 

事 業 名 

（施設名） 
事 業 内 容 事業主体 備考 

集落の整備 (2)過疎地域自立促進特別事業 

   ●協働型地域コミュニティ創出事業 

○内容：地域コミュニティ振興指針に基づ

く地域点検、地域課題解決に主体的に取

り組む地域への人的・財政的支援の実施、

地域サポート人の配置、地域住民による

共助活動、防災減災活動に対する補助 

○必要性・効果：機能低下している地域コ

ミュニティの維持・活性化 

妙高市 

 

   ●地域づくり活動団体支援事業 

○内容：地域づくり活動団体の自主活動に

対する補助 

○必要性・効果：地域の絆やつながりを深

める事業の促進による地域の活性化 

妙高市 

 

   ●地域の元気づくり活動助成事業 

○内容：市民活動団体が自主的に行う地域

づくり活動に対する補助 

○必要性・効果：地域における課題解決に

取り組む市民活動団体活動の定着 

妙高市 

 

 

（２）公共施設等総合管理計画との整合 

「集落の整備」区分における公共施設等については、市を取り巻く現状及び将来の見通しを

分析し、総合管理計画の基本方針に基づく総合的な管理を推進する。 
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１０ その他地域の自立促進に関し必要な事項 
 

（１）地域に根ざした自治の推進 

① 現況と問題点 

本市では、合併により編入した旧町村に支所を設置し、地域の特性や地域住民の声を生

かし、市民に身近な行政経営に努めてきている。また、平成 19 年に市民と行政の協働に

よる自治の推進などを規定した自治基本条例を制定し、市民主体のまちづくりを進めてき

ているところである。 

子育て、介護、防災、防犯など、行政だけでは解決できない課題が山積している中、今

後も、地域住民の力を生かした自治、市民と行政の協働によるまちづくりを一層進める必

要がある。 

② その対策 

・地域住民の拠り所となる支所機能の維持・向上を図るとともに、施設の適切な維持管理

を行う。 

 

 

■事業計画 

自立促進 

施策区分 

事 業 名 

（施設名） 
事 業 内 容 事業主体 備考 

その他地域の

自立促進に必

要な事項 

(1)支所 

  ●妙高支所改修事業 

○屋上防水、外壁等改修工事 
妙高市 

 

 

（２）公共施設等総合管理計画との整合 

「その他地域の自立促進に必要な事項」区分における公共施設等については、市を取り巻く

現状及び将来の見通しを分析し、総合管理計画の基本方針に基づく総合的な管理を推進する。 
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新潟県妙高市 

妙高市 企画政策課 

〒944-8686 妙高市栄町 5番 1 号 

TEL：0255-74-0044（ダイヤルイン） 

FAX：0255-72-9841 

E-mail:kikakuseisaku@city.myoko.niigata.jp 

 


